実施要領
	件名
	京都市百々児童館　電磁錠修繕

	








実施方法等
	見積り合わせに参加を希望する事業者におかれましては、京都市契約事務規則及び関係法令を遵守し、別添の仕様書を御確認のうえ見積書を提出してください。
見積書（様式は問わない。）には、契約課に提出している使用印鑑届に押印した使用印鑑の押印をお願いいたします。
ただし、見積書成立の真正性が確認できる場合には押印が不要となります。
見積書作成にあたって必ず、現地確認を行ってください。
現地確認は、月～土曜日　午前１０時～午後２時の間で実施することとし、必ず事前に百々児童館（０７５－５９３－９２６７）に連絡のうえ、日程調整をしてください。
期限までに以下の提出先に郵送、持参又はＦＡＸ（ＦＡＸの場合はＦＡＸ番号も記載）してください。

【注意事項】
１ 見積書の宛先は「京都市長」としてください。
２ 見積書には、単価（税抜き）、合計（税抜き）、税額及び合計（税込み）、御担当者の氏名と連絡先も記載してください。
３ 提出された見積書の書換え及び撤回をすることはできません。
４ 結果につきましては、決定した業者様のみに御連絡しますので、御了承願います。

	提出期限
	令和８年６月３０日（火）午後５時【必着】

	

提出先
	〒６０４－８５７１
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８
京都市役所北庁舎５階
京都市子ども若者はぐくみ局　子ども若者未来部
育成推進課　健全育成担当（担当：松井、簑内）
TEL：０７５－２２２－３９８７
FAX：０７５－２５１－２３２２

	備考
	


· 御不明な点がございましたら、担当者までお問い合わせください。
